
 
 

神戸市環境保全審議会規則  

平成９年７月 30 日 
規 則 第 2 8 号  

（趣旨） 
第１条 この規則は，神戸市民の環境をまもる条例（平成 6 年３月条例第５２号）第５３ 
条第４項の規定に基づき，神戸市環境保全審議会（以下「審議会」という。）の組織及び 
運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
（組織） 
第２条 審議会は，40 人以内の委員で組織する。 
２ 委員は，学識経験者その他市長が必要があると認める者のうちから市長が委嘱し，又 
は任命する。 
３ 前項に規定する委員のほか，市長は，特別の事項又は専門の事項を調査審議させるた 
め必要があると認めるときは，当該事項を明示して臨時委員を委嘱し，又は任命すること 
ができる。 
４ 臨時委員は，当該事項が議題として審議されるときに限り会議に出席する。 
（任期） 
第３条 委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 
２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 
３ 臨時委員は，当該特別の事項又は専門の事項の調査審議が終了したときは，解嘱され， 
又は解任されるものとする。 
（会長及び副会長） 
第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 
２ 会長及び副会長は，委員の互選によって定める。 
３ 会長は，審議会に関する事務を処理し，審議会を代表する。 
４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職 
務を代理する。 
（会議） 
第５条 審議会は，会長が招集し，会長が，その議長となる。 
２ 審議会は，委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数の者が出席しなければ， 
会議を開くことができない。 
３ 審議会の議事は，出席者の過半数でこれを決し，可否同数のときは，議長の決すると 
ころによる。 
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（庶務） 
第６条 審議会の庶務は，環境局において処理する。 
（施行細目の委任） 
第７条 この規則に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会長が定める。 

附 則 
（施行期日） 
１ この規則は，公布の日から施行する。 
（経過措置） 
 
２ この規則の施行の際現に神戸市環境保全審議会規則（昭和 47 年８月      規則 
 
第２号）の規定に基づき市長により委員に委嘱され，又は任命されている者は，この規則 
の規定に基づき委嘱され，又は任命された者とみなす。 
３ 前項の規定により委員とみなされた者の任期は，第３条第１項本文の規定にかかわら 
ず，１年３月 27 日とする。 
（平成 22 年 11 月 25 日に審議会の委員である者の任期に関する特例） 
４ 平成 22 年 11 月 25 日に審議会の委員である者の任期は，第３条第１項本文 
の規定にかかわらず，平成 23 年３月 31 日までとする。 

附 則（平成 22 年 11 月 11 日神戸市規則第 17 号） 
この規則は，公布の日から施行する。 
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ＷＥＢ出席に係る注意事項 

 

１．Zoom の参加者名 

氏名（苗字＋名前）としてください。 

 

２．会議中のビデオ及びマイク 

ビデオはON、マイクはミュート（OFF）としてください。 

 

３．会議における発言方法 

（１）マイクはミュートの状態で、Zoomの「手を挙げる」ボタンを押してください。 

（２）司会からの指名後に、ミュートを解除して発言してください。 

（３）発言後にマイクをミュートにしてください。 

（４）「手を降ろす」ボタンを押してください。 

 

４．会議中の事務局への連絡手段について 

会議中の不具合など、事務局に連絡する際にはチャットをご利用ください。 

 

５．Zoom画面の説明 
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・「リアクション」→「手を挙げる」をクリック
すると、画面左上に挙手アイコンが出ます。 

 
・司会に指名され、発言が終われば 

「手を降ろす」をクリックして挙手アイコン
を消してください。 

挙手 

アイコン 

・マイクは基本ミュート（OFF）とし、 
発言時のみ ON にしてください。 

・ビデオは常に ON にしてください。 

※画像はパソコン画面です。 

・チャットは 

こちらから。 

環境企画課 
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「神戸市環境マスタープラン」改定案にかかるご意見の概要と神戸市の考え方 

○募集期間：2025 年 12月 15 日（月曜）～2026 年１月 16 日（金曜）
○ご意見数：６通（11 件）
※ご意見の内容は、趣旨を損なわない程度に要約しています。

（１）文言の修正等にかかるもの 

意見の概要 市の考え方 
1 PFAS 汚染問題について、改定案の基本方針 4

「安全・安心で快適な生活環境の維持」に包摂
されていると理解するが、PFAS 問題が公害調
停にあげられている現状において、PFAS を「有
害化学物質」として明確に記載して欲しい。 

PFAS については、どの程度の量が身体に入る
と影響が出るのか確定的な知見がなく、環境基準
や排水基準等も定められていないなか、現在国に
おいて最新の科学的根拠に基づく総合的対応が
検討されています。 
本市では、市内の河川のモニタリング等を実施

しているところであり、p.12 の基本方針４「安
全・安心で快適な生活環境の維持」に、「法令等
に基づく着実な環境監視の実施」として包含して
います。 

2 PFAS の健康への影響が懸念される現在、神
戸市ならではの PFAS 汚染の調査と削減への努
力を加えてほしい。 

3 水俣病では公式発見から原因特定まで長い時
間がかかり、被害が拡大したため、その反省を
活かし予防原則に則って PFAS の対策を早期に
行うべき。 

4 神戸市は現行の環境マスタープランに基づき
水質保全に取り組んできたと思うが、PFAS 汚
染問題をめぐって安全・安心、健康への不安が
増している。 
環境マスタープランは市民にとって「命と健

康を守るための環境保全」の重要な指針であり、
PFAS 汚染問題の対策・解決を、予防原則に則り
明記してほしい。 
水道水の水質基準だけでは不十分であり、

様々な環境基準、規制基準が必要である。国の
法令や、神戸市長の国への要望の回答待ちでな
く、神戸市の先進的な独自の積極的取り組み（条
例等による規制も視野に）を環境マスタープラ
ンに反映してほしい。
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5 神戸製鋼の石炭火力について、神戸市も問題
意識を持つべき。この計画にも、神戸製鋼の石
炭火力の排出実績が書かれていない、または過
少に反映されているのではないか。電力事業者
の排出量の統計の取り方がいびつでおかしい。 

石炭火力発電をはじめとする電源政策につい
ては、今後も国の方針や仕組みに基づいて対策が
行われるべきものと考えています。 
なお、石炭火力に限らず発電に伴う二酸化炭素

の排出はその原因が電力使用者にもあることを
明らかにするため、電力が使用された場所で排出
量をカウントする算定方法が一般的であり、本市
においてもこの方法を採用しています。 

6 木陰を増やす方針が入っているのは賛同す
る。重点的な公園と道路ぐらいは、指標として
緑被率だけではなく樹幹被覆率も設定するべ
き。 

市街地の緑化に係る指標については、現在改定
中の『神戸市みどりの基本計画 2050（素案）』に
「市街化区域の緑被率 30％以上の確保」を掲げ
ています。 

7 自転車は環境にやさしい乗り物なので、推進
することを強調してほしい。 

自転車の利用促進については、温室効果ガス排
出量が少ない移動手段として、p.15「私たちがで
きる環境行動ガイド」に「自転車・徒歩 公共交
通機関で移動しよう。近距離通勤（５㎞未満）を
自動車から自転車・徒歩にする  1 人あたり
161kg-CO2削減」と記載しています。 
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（２）具体的な事業等に関わるもの 

 意見の概要 市の考え方 
1 容器包装プラスチックと燃えるごみが一緒に

収集されているので、分別の意味がなく、減量
効果があると思えないがエビデンスはあるの
か。エビデンスがないなら容器包装プラスチッ
クの分別区分を廃止すべき。分別の意味がある
なら、意義を市民に周知すべき。 

いただいたご意見も参考にしながら、今後本計
画や関連計画の内容などを踏まえ、毎年度の予算
編成や事業執行段階で検討してまいります。 
なお、2024 年度の実績では、約 9,000tが容器

包装プラスチックとして分別収集しており、燃え
るごみの減量につながっています。 

2 太陽光発電を中心とした再生可能エネルギー
の積極的な導入について、ペロブスカイト太陽
電池も含め以下を要望する。 
①発電施設の設置時に広く住民に周知し合意を
とること。 

②発電事業者の倒産などによる廃棄時の放置を
確実に回避する策をとること。 

③原材料の国産比率について一定割合を求める
こと。 

3 改定案のイメージイラストに明石川が描かれ
ており、環境保護の観点で明石川水系が重要と
の認識と思うが、これについては一定評価する。 
明石市域の明石川河川敷は、明石市・兵庫県

加古川土木事務所によって美しい公園として整
備されているが、神戸市域では明石川も伊川も
草刈りがされず放置されている。地元のボラン
ティア団体や消防団が年に数回の草刈りをする
以外は、神戸市・兵庫県神戸土木事務所は無関
心である。明石市と同様に、明石川、伊川を公
園として位置付けてほしい。 
または、明石市のように遊歩道を設置し市民

が自然を楽しめるよう整えてほしい。神戸市、
明石市、兵庫県で協議体を設置して、一体感の
ある明石川流域の河川作りをしてほしい。 

4 新長田駅前、高速長田駅前再整備では無料駐
輪場が整備されず残念だったので、西区の再整
備では無料の駐車場を増やしてほしい。 
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「神戸市地球温暖化防止実行計画」改定案にかかるご意見の概要と神戸市の考え方 

 

○募集期間：2025 年 12 月 15 日（月曜）～2026 年１月 16 日（金曜） 

○ご意見数：18 通（57 件） 

※ご意見の内容は、趣旨を損なわない程度に要約しています。また、同様の趣旨のものはまとめて掲載し

ています。 

 

（１）文言の修正等にかかるもの 

〇排出量削減目標に関する意見 

 意見の概要 市の考え方 

1 

政府は 35 年までに 13 年比で 60%削減する

温室効果ガス削減目標を COP30 に提出した

が、歴史的に大量の CO2 を排出してきた責任

と排出削減能力からすると、1.5℃目標と整合す

るには 13 年比 81%の目標を掲げる必要がある

と科学者のプロジェクト「クライメート･アク

ション・トラッカー」は指摘している。 

政府に温室効果ガス削減目標を 2013 年比

81%削減目標に変更するよう要望するととも

に、市の削減目標も 2035 年 81%、2040 年 90%

に前倒し改訂することを求める。 

新たな目標（2030 年度 2013 年度比 60％削減、

2035 年度 70％削減、2040 年度 80％削減）は世

界全体での 1.5℃目標や国の目標と整合的で、

2050 年排出量ゼロの実現に向けた直線的な経路

にある野心的な目標であると認識していること

から、原案のとおりといたします。 

２ 

神戸市の削減計画案を見るととても総花的

で、さすがに役所の方が調べ上げた削減案をす

べて入れようといった一見野心的な感は受け

るが、削減目標が 2013 年度比〇％削減は、も

う古いのではないかと思う。ほかの国の趨勢は

イギリスの 1990 年度比は論外として 2020 年

度比、ないしは 2005 年度比辺りではないか。

先に書いたように 1.5 度オーバーシュート止む

を得ずという現状では古い指標をベンチマー

クにいつまでもしているというのは実際、いか

がなものかと思う。 

神戸市らしさを出した更なる野心的な目標

（別に国の指標に合わす必要などないと思う）

を設定すべきではないか。とは言え、数年携わ

ってきた経験から温暖化防止対策には特効薬

はないし、地域だけで解決出来うる課題ではな

いので、地道に取り組むしかないかとも思う。 
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３ 

国の目標値は、2019 年比に換算すると、いず

れも IPCC の科学的知見から提示された数値を

下回っている。また、神戸市の削減目標も同様

に比較すると、2040 年目標こそ IPCC と同じ数

値となるが、2030 年、2035 年は IPCC 目標を

下回り、不整合となった。IPCC から示されて

いる数値は世界全体での削減目標値であり、先

進国である日本、その自治体である神戸市にお

いては、より野心的な削減目標が必要である。      

したがって、科学的知見からは、国目標は

1.5℃と整合的であるとは言えず、神戸市の温暖

化対策計画案における削減目標を見直す必要

がある。該当箇所については「国目標と削減目

標は整合しているが、IPCC が示す 1.5℃目標と

は不整合であり、削減目標の上積みが必要であ

る」と正確に明記するべきである。 

4 

削減目標を IPCC が要請する 2019 年比で

2030 年 43％以上削減、2035 年 60％以上削減、

2040 年 69％以上削減とすべき。 

5 

本計画案は「2050 年からのバックキャスティ

ング」と説明しているが、実際には 2022 年度

を起点に施策を積み上げるフォアキャスティ

ングが中心で、両手法が混在して分かりにく

い。特に 2030 年までの削減量（3533 千 t）は

短期の積み上げに依存しており、「形式的なバ

ックキャスティング」にとどまっている。した

がって、バックキャスティングの文言は削除

し、本計画案が「現状の延長線上の積み上げ（フ

ォアキャスト）」であることを明記するべきで

ある。 

2030 年度、2035 年度、2040 年度の中間目標

は、長期目標である 2050 年度排出量ゼロからバ

ックキャスティングにより設定しています。 

また、各年度の目標を目指して、施策の積み上

げを行っていることから、バックキャスティング

による目標値と対策推進ケースによる目標値が

一致しています。 

BAU ケースの前提条件・算定条件は、p.8 に記

載のとおり、現状年度（2022 年度）から人口や経

済などの将来の活動量の変化は想定するものの、

排出削減に向けた対策・施策の追加的な導入は行

われないものと仮定して算定し、その部門別の推

定結果も記載しています。 

また、対策推進ケースは、p.10 に記載のとおり、

国の対策を本市が着実に実行していくことによ

る削減量と本市で対策可能な取組による追加的

な削減量を加えて、算定しています。 

なお、市独自施策による調整過程については、

その量が膨大であるため記載していませんが、考

6 

一般に、2050 年排出量ゼロからバックキャス

ティングにより設定した目標値と、個別施策を

積み上げて算定した対策推進ケースの結果が、

数値としてほぼ一致することは考えにくい。本

来であれば、両者には一定の乖離が生じ、その

差をどのように埋めるのかが政策検討の対象

となるはずである。 

この一致は、対策推進ケースにおける削減量
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が、あらかじめ設定された 2030 年目標値に合

わせて調整されている可能性を示唆するもの

である。削減目標の実効性と信頼性を担保する

ためにも、BAU ケースおよび対策推進ケースの

前提条件、算定手順、ならびに市独自施策によ

る削減量の調整過程を、より詳細に開示するこ

とが必要である。 

え方は上記のとおりであることから、計画上の記

載は原案のとおりといたします。 

7 

2030 年度に掲げられている 60%削減目標の

うち、神戸製鋼所の高炉休止という外部要因が

どの程度寄与しているのかについて、政策的削

減効果と明確に区分して示す必要がある。 

こうした大規模な排出削減要因が、政策によ

る削減と混同されたままでは、市民は「どの対

策によって、どれだけ排出量が削減されるの

か」という基本的な情報を把握することができ

ず、気候政策に関する本質的な議論が行いにく

くなる。むしろ、その寄与度を明示することは、

市民が市域の温室効果ガス排出構造を理解す

るうえで不可欠であり、環境情報コミュニケー

ションとしても重要である。 

本市の温室効果ガス排出量の大きな変動を開

示する観点から、p.4 に「2017 年度から 2018 年

度にかけて、市内大規模工場の一部移転により産

業部門の排出量が大きく減少している」と記載し

ています。 

なお、本計画では、2050 年度排出量ゼロから、

排出量が大きく減少した後の 2019 年度実績を起

点としたバックキャスティングにより各年度の

目標を設定しています。 

 

  



4 

 

〇再生可能エネルギー、未利用エネルギー、火力発電等に関する意見 

 意見の概要 市の考え方 

1 

再生可能エネルギー導入の目標値が低すぎ

る。新築住宅への太陽光発電・蓄電池設置を義

務付ける条例を制定して一気に再エネ 100%を

目指すべき。 

国が 2040 年度における電源構成として、再生

可能エネルギーの割合を４～５割という見通し

を示している中で、市民・事業者とともに取り組

む本計画としては、現行計画同様、再生可能エネ

ルギーの導入量を掲げることが適切であると考

えています。 

再生可能エネルギー導入に向けた取組として、

p.18 の表 13 に掲げるとおり、最も導入ポテンシ

ャルの高い太陽光発電を中心とし、その他の未利

用エネルギー活用については継続的な検討を行

うこととしています。 

なお、本市の事務事業については、p.42 に記載

のとおり、2040 年度の目標を温室効果ガス排出量

の 80％削減（2013 年度比）としており、その達

成に向けて、再エネ電力の積極的な調達をはじめ

様々な取組を行ってまいります。 

なお、具体的な事業等に関わるご意見について

は、いただいたご意見も参考にしながら、今後本

計画や関連計画の内容などを踏まえ、毎年度の予

算編成や事業執行段階で検討してまいります。 

２ 

太陽光発電設備を中心とする再生可能エネ

ルギーの導入目標が低すぎる。2050 年には市内

で排出する CO2 に相当する分をすべて再エネ

で賄える目標値まで引き上げ、再エネ 100%を

実現できる計画に変更してほしい。 

３ 

環境省の自治体排出量カルテでは、対電気使

用量 FIT・FIP 導入比 5.4%となっている。再エ

ネ導入量の目標だけではなく、比率の目標の設

定が必要である。 

4 

ペロブスカイトによる発電単価はシリコン

パネルに比べて 1.5 倍～2 倍ほど高価で、今後

10 年から 15 年後になっても価格差は狭まらな

い見通しである。かつ、耐久性もシリコンパネ

ルの半分ぐらいなため、あくまでもシリコンパ

ネルによる再エネ率の向上を目指すべきであ

る。 

5 

山野に無秩序に設置されるメガソーラーは

厳しく規制し、建物の屋根や農地へのソーラー

シェアリング設置による再エネ率の向上を目

指すべきである。 

6 

現在神戸市で実施されている、太陽光パネル

や蓄電池の共同購入制度だけでは、一般市民の

方には導入がとても難しいと思います。私の家

でも、昨年、太陽光パネルと蓄電池を設置しま

した。その際、大変大きな額のお金が必要でし

た。食品や日用品などが値上がりする昨今、大

きな出費はとても厳しく、何とかやりくりして

います。やはり、一般市民の方には、市や自治

体からの補助金があれば、導入しやすくなると

思います。共同購入は、コストは下げられるか

もしれませんが、個別事情に沿ったものになり

にくいというデメリットがあります。隣の加古
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川市では、補助金が充実しています。神戸市で

も実施できると思います。太陽光パネル導入へ

の積極的な補助金制度の充実を温暖化防止実

施計画の見直し案に盛り込んでいただきたい

です。 

7 

「パリ協定」1.5℃目標に合った 2035 年まで

に 2013 年比 81%削減目標を掲げ、再生可能エ

ネルギーへ迅速にシフトする実行可能な計画

の策定が必要である。利便性からエネルギー利

用について、電気を基盤に計画しているが、日

本における消費エネルギーの約6割は熱需要が

占めていることを鑑み、温熱の利活用をもっと

計画すべき。また、地産地消、エネルギーの小

規模・多施設計画を徹底的に盛り込むべき。神

戸市は過去5年にわたって人口減少傾向が続い

ているにもかかわらず、最終エネルギー消費量

は全く減少していないことを重視し、より温暖

化防止に積極的な計画を立て、実施すべき。 

8 

地熱、地中熱利用について触れられていな

い。有馬温泉や城崎温泉、湯村温泉などの高温

泉源を抱える兵庫県において、地熱発電にこだ

わることなく、温泉を損なうことなく温熱源と

してエネルギー活用することは十分に可能で

ある。また、建築物新築時やビニールハウス栽

培に地中熱を利用した冷暖房システムの導入

を促進することで、省エネルギー化を図ること

も容易にできることであり、計画に盛り込むべ

きである。 

9 

再エネの供給量を拡大するには、消費者側か

らの明確な需要シグナルが不可欠であり、その

ために市が行う電力調達において、再エネ比率

の高い電力を優先する入札制度を導入すべき。 

その上で、市自らが 2035 年から 40 年までに

調達電力を 100%再エネとする目標を設定し、

再エネ社会の実現を牽引する役割を果たすべ

き。 
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10 

p.15 の「水素・メタン活用」および「消費エ

ネルギーの再エネ化」の表記について、一般的

にメタンは都市ガス等の主成分である化石燃

料を指すことが多く、「メタン活用」のみの表記

では「化石燃料の継続利用」と受け取られる懸

念がある。また、経済産業省のカーボンニュー

トラル燃料の定義において、再エネ水素と回収

した CO2 から製造される「e-メタン（合成メタ

ン）」が明確に区分されている。これを用いるこ

とで、貴市の計画が最新の技術動向に準拠した

ものであることがより明確になることから、表

記を e-メタン（合成メタン）へ更新することを

検討してほしい。 

ご指摘のとおり、メタン活用のみの表記では化

石燃料の利用を促す恐れがあるため、「水素・合成

メタン（e-methane）活用」と修正いたします。 

11 

水素活用方針が各所に掲げられているが、製

造段階を含む温室効果ガス排出評価が不十分

である。化石燃料由来水素や CCS を前提とし

た水素は、回収率の限界、長期的な貯留リスク、

追加的エネルギー消費を伴い、実質的削減効果

に不確実性が大きい。これらを脱炭素施策とし

て位置づけることは排出削減の先送りにつな

がりかねない。再生可能エネルギー由来電力に

よる水電解水素など、製造段階から CO２排出

フリーである水素に限定した明確な方針を示

すべきである。 

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、

水素は鉄鋼・化学等の電化による脱炭素化が難し

い産業分野をはじめ、カーボンフリーなエネルギ

ーとして多様な分野で活用が期待されています。 

現在、製造段階での CO2 排出量を低減した、

いわゆるグリーン水素やブルー水素の流通量は

限定的ですが、高効率な水電解装置の技術開発

や、水素製造時の CO2 を回収・貯留する CCS に

関する技術開発や法制度の整備が進められてい

ます。 

そのため、水素の利活用に関する技術開発・社

会実装を着実に進めることが、将来的な低炭素水

素の本格的な流通時のスムーズな移行に重要で

あり、p.31 に記載のとおり、水素エネルギーの利

用促進をはかってまいります。 

12 

電気自動車（EV）の普及が対策の柱として位

置づけられているが、その有効性に関する検証

は十分とは言えない。EV は走行時に CO2 を排

出しないものの、充電に用いられる電力に大き

く左右され、火力発電比率が高い現状では実質

的な削減効果が過大評価されるおそれがある。

加えて、バッテリー製造を含む車両ライフサイ

クル全体での温室効果ガス排出量（LCA）が示

されておらず、内燃機関車やハイブリッド車と

の比較も行われていない。さらに、リチウムな

国は、エネルギー基本計画において、再生可能

エネルギーを主力電源化する等の方向性を示し

ています。また、カーボンニュートラルに向けて

自動車用 LCA 算定ルールに関する議論も進めら

れているところです。 

電気自動車の導入は、これらの取組と一体とな

って温室効果ガス削減に大きく寄与するもので

あると考えており、市民、事業者とともに取り組

む本計画の施策の一つとして掲げたものです。 
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どの資源採掘に伴う環境負荷や、急速充電の普

及による電力系統への影響といった課題も考

慮されていない。EV 導入を目的化するのでは

なく、電源構成の脱炭素化、交通需要そのもの

の削減、公共交通の強化と一体で再検討すべき

である。 

13 

神戸市の温室効果ガス排出量（間接排出）は、

神鋼神戸石炭火力発電から排出される 1,000 万

トン-ＣＯ2（直接排出）が除外されている。間

接排出量をいくら削減しても大量の温室効果

ガスを排出する石炭火力発電所が稼働する限

り、ＣＯ2 の削減にならない。神戸市全体の間

接排出量を削減すると同時に、化石燃料を使っ

た発電から再生可能エネルギーへの転換が必

要である。しかし、神鋼は、1・2 号機をアンモ

ニア 20％混焼にし、2050 年には１～４号機全

てをアンモニア専焼で長期間稼働させる方針

です。神戸市はこれを黙認しているが、燃料の

確保問題や大気汚染問題などアンモニア混焼

技術が確立されておらず実現不可能と言われ

ている。神鋼石炭火力発電所を 2050 年までに

フェーズアウトさせるよう計画に加え、政府と

企業に申し入れてほしい。また、1・2 号機は、

エネルギー効率の悪い旧型であり、老朽化して

おり、混焼用アンモニアの量的確保から見て実

現性にはなはだ乏しく、新たな窒素酸化物汚染

源ともなるため、神戸市はこの計画を認めるべ

きではない。 

石炭火力発電をはじめとする電源政策につい

ては、今後も国の方針や仕組みに基づいて対策が

行われるべきものと考えています。 

 なお、石炭火力に限らず発電に伴う二酸化炭素

の排出はその原因が電力使用者にもあることを

明らかにするため、電力が使用された場所で排出

量をカウントする算定方法が一般的であり、本市

においてもこの方法を採用しています。 

14 

高炉跡地には、65 万 kW×2基、合計 130 万

kW の石炭火力発電所が建設され、年間約 587

万 t-CO2 を排出している。また、神戸製鋼所が

保有する 4 基の石炭火力発電所からの排出量

は、合計で約 1164 万 t-CO2 に上るが、これら

からの排出は本計画の排出削減対象には含ま

れていない。国の算定ルールにより、高炉から

の排出は市域からの排出として算定される一

方で、発電所からの排出については、所内利用

分のみが市域排出として計上される。その結
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果、1164 万 t-CO2 のうち、対象となっている

のは約 62.4 万 t-CO2 にとどまっている。神戸

市は、気候危機が一層深刻化する中で、こうし

た巨大な排出源である石炭火力発電所の立地

を認めてきた責任を有している。市民に対して

誠実な温暖化対策計画を策定し、実効性ある取

組を進めていくことが強く求められる。 

15 

改定案は、削減目標の根拠や実効性の説明が

十分とは言えない。特に、2030 年に向けた削減

目標について、各施策の削減効果の積み上げが

不明確である。また、発電所などの大規模排出

源の算定方法が曖昧で、市域内に立地する排出

源をどのように評価しているのか理解しにく

い。とりわけ神鋼石炭火力発電所は、神戸市内

最大級の排出源であり、計画の実効性を担保す

るためには段階的な廃止を明確に位置づける

べきである。市民に行動変容を求める以上、ま

ず大規模排出源への踏み込んだ対応を示すこ

とが不可欠である。 

16 

2050 年カーボンニュートラルの実現に向け

て逆算型で中間目標を掲げて取り組む方向性

自体は取組み意識やモチベーションを持続さ

せる意味では良いものと考えるが、事業者にと

っては非常に高いハードルとなるものと思わ

れる。 

物価高・材料高・人件費高などコスト高が先

行し価格転嫁が遅れる中、資金や人材などのリ

ソースで制約が多い中小企業にとって、自発的

に脱炭素化を優先課題として取り組む企業は

まだ少ない。また、省エネに繋がるからといっ

て設備投資を積極的に進められる余裕がある

とは言えず、支援施策普及度合いにも課題が残

る現状が見受けられる。 

こうした現状を打破し、2050 年カーボンニュ

ートラルの実現に向けて、①脱炭素化の取組み

の標準化に向けた機運醸成(企業価値向上手法

として認知させる)②支援施策の改善・拡充(申

請方法の利便性向上や制度の通年化など使い

p.28 に記載のとおり、中小企業に対する削減目

標や計画策定のための支援、先行する企業の取組

についての情報発信などを通じて、中小企業の脱

炭素経営導入を支援することとしていますが、施

策の具体化にあたっては、いただいたご意見も参

考にしながら、今後本計画や関連計画の内容など

を踏まえ、毎年度の予算編成や事業執行段階で検

討してまいります。 
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やすさの向上)③当該施策の普及や相談体制の

強化(例.ワンストップ相談窓口設置)といった

観点についても計画本編の中で言及するのが

良いのではないかと考える。 

17 

環境保全協定は、本来、大気汚染物質や水質

汚濁物質など、環境汚染防止を目的とした報

告・管理を中心とする枠組みであり、温室効果

ガス削減について具体的な削減義務や数値目

標、達成手段を担保する制度とはなっていな

い。 

また、排出量削減計画や実績報告書の提出を

求めること自体は、現状把握や情報開示の面で

は一定の意義があるものの、それだけで排出削

減が実効的に進むとは限らない。 

このため、環境保全協定を根拠として「大企

業を含めた企業のさらなる脱炭素化を促進す

る」と評価することは、制度の実効性を過大に

見積もった表現であると言わざるを得ない。少

なくとも、どのような仕組みによって排出削減

につながるのか、具体的な根拠や効果の見込み

を示す必要がある。 

産業の脱炭素化は、環境保全協定だけではな

く、様々な取組により促進していくものと考えて

います。 

環境保全協定はその一つとして示したもので、

協定に掲げる公害防止対策にとどまらず、締結企

業に温室効果ガス排出量削減計画及び実績報告

書の提出を求め、市のホームページで公開すると

ともに、必要に応じて個別の働きかけを行うこと

で企業の脱炭素化を促進しようとするものです。 

 

〇推進体制に関する意見 

 意見の概要 市の考え方 

1 

本計画案では、市民や事業者への普及啓発・

行動変容の重要性が述べられている一方で、そ

れを担う具体的な推進体制が示されていない。

例えば、兵庫県地球温暖化防止活動推進センタ

ーのような、県内で長年にわたり普及啓発や人

材育成を担ってきた中間支援組織との連携に

ついても言及がない。こうした既存の資源をど

のように活用するのかが示されておらず、計画

の実行段階における具体像が見えにくい構成

となっている。 

気候変動対策は、市民一人ひとりの行動変容

や地域における合意形成を不可欠とする政策

分野であり、その推進にあたっては、市民参加

の仕組みを計画段階から明示することが重要

本計画の上位計画である「神戸市環境マスター

プラン」改定案 p.13 に「参画・パートナーシップ

による推進」を掲げており、市民・事業者・行政

全ての主体がそれぞれの役割を自覚し、立案を含

め相互の協働・連携（パートナーシップ）によっ

て取り組みを進めてまいります。 

本改定案においては、神戸市環境保全審議会、

学識経験者、市民ワークショップ等からいただい

たご意見も盛り込んでおり、2050 年カーボンニュ

ートラル実現を目指し、今後とも市民の皆様と共

に取組を進めてまいります。 
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である。近年では、気候市民会議など、熟議型

の市民参加手法を導入する自治体が増えてお

り、気候政策の正当性と実効性を高める有効な

手段として一定の評価をされている。 

これに対し、本計画案では、市民が計画の進

捗や課題を理解し、主体的に関与していくため

の具体的なプロセスが示されていない。推進体

制において、市民参加の位置づけや中間支援組

織との役割分担を明確にしないままでは、「市

民の行動変容」を求める施策の実効性を担保す

ることは困難である。 

 

〇適応計画に関する意見 

 意見の概要 市の考え方 

1 

熱中症について改定案では死亡リスクを明

示せず、重大性が後退したかのような記述にな

っている点に疑問を呈する。現行計画は気候変

動による暑熱の健康影響を深刻に認識してい

たが、改定案では熱中症対策は啓発・注意喚起・

見守り・情報提供等に限定されており、行政自

身が認識する健康影響の重篤性に対して政策

手段が整合していない点は極めて重要である。 

神戸大学の研究では、公共空間の共同冷房（ク

ールシェア）、移動支援、所得支援、住宅ストッ

ク改善等の制度的介入が有効であることを示

している。神戸市は今後、高齢化率・単身世帯

率がさらに増加することが予測されているこ

とから、同研究が指摘する課題への対策は必要

不可欠である。 

気象庁の熱中症特別警戒アラートの目的を

鑑み、同アラート発令時には避難所として指定

されている公民館を終日開館し、希望者は24時

間滞在可能とする制度を設けることなどの対

策が考えられる。これにより、熱中症リスク低

減と市内のピーク電力抑制、経済的に苦しい家

庭の電気料金負担軽減、孤立防止、防災政策、

さらには市全体の CO2 排出削減といった緩和

策との整合性の確保に資する適応策となり得

改定案の表現は市のデータとの整合性を確保

するための表現整理によるものであり、熱中症の

重大性を弱める意図はなく、本市としては熱中症

が社会的に重要な課題であると認識しています。 

夏季の高温が常態化しており、熱中症のリスク

が高まっていることから、本市では高温常態化対

策として様々な取組を局横断的に実施し、その中

で KOBE クールオアシス、クールスポットなど涼

しい空間を提供する取組も進めてまいります。熱

中症対策は市民の生命を守るために不可欠であ

ると認識した上で、施策を掲げていることから、

原案のとおりといたします。 
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る。熱中症の課題の深刻さを踏まえ、今回の計

画改定では啓発中心から制度的介入を含む政

策パッケージへの発展を強く求める。高気温は

災害であり、近年はこれにより多くの人命が失

われていることを鑑みれば、熱中症対策は市民

の生命を守るために不可欠な施策である。市に

はこの点を認識して気候変動に適応した改定

を強く望む。 
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（２）具体的な事業等にかかるもの 

 意見の概要 市の考え方 

1 最大の CO２を排出している神鋼石炭火力発

電所の稼働を止める必要があるのではない

か。市民にできることは微々たることであ

り、市が責任をもって取り組んでほしい。 

石炭火力発電をはじめとする電源政策につい

ては、今後も国の方針や仕組みに基づいて対策

が行われるべきものと考えます。 

 なお、市民・事業者とともに取り組む本計画

としては、現行計画同様、再生可能エネルギー

の導入量を目標に掲げ、最も導入ポテンシャル

の高い太陽光発電を中心に設置の促進を図って

まいります。 

2 「容量市場」「長期脱炭素電源オークショ

ン」制度は、非効率石炭火力の長期稼働を可

能とするなど、炭素高排出電源を温存し再生

可能エネルギーの導入を抑制する制度となっ

ています。政府に炭素高排出電源を削減し再

生可能エネルギーの導入を促進する制度へ転

換するよう申し入れてほしい。 

3 国の GX は既存の火力発電所の延命を図っ

ており、市は GX に捉われずに温暖化防止策

を推進してほしい。 

4 石炭/石油/LNG 火力発電由来の電力から、

再エネ由来の電力への切り替えの促進。 

5 火力発電をやめて、再生可能エネルギーの

研究をしてほしい。太陽光発電などの設置を

敷地内にしてほしいです。市民も節電をする

意欲が伸びると思う。 

6 

2030 年削減目標に占める削減量のうち、約 2

割は電力排出係数（0.25kg-CO₂/kWh）改善に

依存している。産業、業務部門では 5～6 割に

のぼる。電力排出係数の改善は市が直接コント

ロールできる施策とは言い難く、目標達成の観

点からは不確実性を伴う。目標達成には、市が

主体的に実施できる施策による削減をより一

層上積みすることが必要不可欠である。 

いただいたご意見も参考にしながら、今後本計

画や関連計画の内容などを踏まえ、毎年度の予算

編成や事業執行段階で検討してまいります。 

7 

本計画ではペロブスカイト太陽電池につい

ての期待が示唆しているが、記載の「2020 年か

ら 2030 年の 10 年間に排出削減対策を加速さ

せる必要がある。」という認識のもと、現状の切

迫の度合いに鑑みれば、既存の技術確立してい

るシリコン系太陽光電池などを最大限導入す

ることが必要である。 
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8 
ペロブスカイト太陽電池の試験的導入の促

進。 

9 

建物に太陽電池パネルの導入として、 

・既存の建物での導入促進策 

・新規建物での導入義務化(東京都のように) 

10 

ポートアイランドの医療施設エリアのみで

はなく、神戸市全体に脱炭素先行地域の領域を

広げていただき、市全体で、自治体と市民が一

緒になって他自治体により誇らしい先行地域

となるべく活動を続けていければよいと思い

ます。 

11 

2030 年 500MW 導入を掲げながら、最大の

導入ポテンシャルを持つ住宅分野における施

策は共同購入などにとどまっており、再エネ比

率を大きく上げる水準とは言い難い。新築建築

物への太陽光発電設備の導入義務化など制度

的手法を含め、より踏み込んだ施策の検討が必

要。 

12 

以前に太陽光発電・蓄電池設置補助金制度が

あったが終了している。現在、太陽光発電･蓄電

池を設置する価格相場は２５０万円と言われ

ている。費用の半額を補助できる制度に拡充・

復活させ、設置していない住宅全てに太陽光発

電･蓄電池システムを導入するように変更して

下さい。 

13 

太陽光発電については農業生産者を保護す

る立場から、ソーラーシェアリングについて、

国への導入要件の緩和要請や市独自の助成を

もっと検討すべきである。また、食料確保と農

地の継続による用水設備の管理・確保からの小

水力発電など、その効果は総合的に判断される

べきである。 

14 

地熱発電は気象条件等で発電量が変動せず、

安定供給できる優れものです。特に神戸には有

名な有馬温泉があり、温泉組合等の協力を得

て、積極的に有効活用すべきで、発電使用後の

温度低下温泉は、旅館やホテルにもメリットが

あると思います。 
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15 

太陽エネルギーの活用においては、エネルギ

ー効率が高く設備投資が比較的少なくて済む

太陽熱利用の促進を産業部門、民生業務部門に

おいてもっと盛り込むべきである。 

16 

エネルギー源について、水素は発生源とし

て、化石燃料を用いるブラック水素、再生可能

エネルギー源を用いるグリーン水素がある。脱

炭素にはグリーン水素が望ましいですが、圧倒

的に量が足りないので、水素が主なエネルギー

源となる可能性が低く、やはり太陽光や風力な

ど、再生可能エネルギーをいかに導入するかに

力点を置くことが現実的で持続可能な方法だ

と考える。 

17 
既設及び新規集合住宅での電気自動車用の

電源設置の促進。 

18 

効率的な公共交通の整備を進めつつ、EV 普

及を拡大するために EV 充電ステーション増設

をするべき。 

19 

産業部門の地球温暖化ガス排出削減策につ

きまして、支援や導入策は大変重要であり、具

体的に自治体が関わり、単発での支援にとどま

らず、継続して市内の企業や事業所、工場にお

ける二酸化炭素排出量を自治体、市民が定期的

に確認し、減らす方向にむかって共に活動する

協働の体制をつくることが重要だと思います。 

また、市内の再生エネルギー導入や SDGｓに積

極的な企業を自治体として先行企業として選

定し、まだ取り組めていない企業への促進や課

題の分析を、自治体と市民が一緒になってやっ

ていけるとよいと思う。 

市内だけでなく、先進的な他自治体の取り組

みを視察し、見習うべきことは積極的にとりこ

んでいく意気込みや姿勢が大切になってくる

と思う。 

20 

家庭における省エネや CO 2 削減は無理だと

思う。イノベーションを含む企業努力に期待し

ている。 
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21 

今後、神戸市内で新・増設される事業用電気

工作物としての発電所については、コンバイン

ド発電を原則とし、かつ、地域給湯システムの

導入計画を推奨する。 

22 
市内にある石炭火力発電所での CCS 検討の

促進。 

23 

建物の断熱化の促進のため、既存建物での窓

の断熱化の促進や新築建物では高い断熱性能

を備えることの義務化。 

24 

市の公共施設や住宅は、活用方針を整理した

うえで、残す建物は断熱改修を行い、省エネを

牽引すべき。 

25 
商業施設や公共施設の冷暖房の設定目標温

度と入口の扉を閉めることの義務化。 

26 

生ごみを各家庭でたい肥化するこうべキエ

ーロプロジェクトは、生ごみの減量におけるよ

い取り組みかと思う。ゴミの焼却炉や埋め立て

地も限界があり、ゴミを減らしたりリサイクル

することは重要な課題になっている。また、マ

イクロプラスチックは世界的な問題となって

おり、この分野においても、例えば神戸市のス

ーパーなどでレジ袋やビニール袋を減らした

りなくしていくことが必要になってきていま

す。例えば、野菜などは必ずプラスチック袋に

入っていますが、先進的に野菜の裸売りなどを

一部のスーパーで試験的に実施するのはどう

でしょうか。このような取り組みが広がってい

くと先行自治体として神戸市の役割は高くな

っていくと思う。 

27 
移動手段における効率化として、『パークア

ンドライド』の推進を求める。 

28 

市民・事業者・行政一体化の取り組みとして、

エコドライブとフードドライブをよりクロー

ズアップしていただきたいと思う。公共交通機

関や自転車利用、電動車導入は効果的である

が、現在の移動の中心的存在である多くのドラ

イバーが携わるガソリン車からの CO2 削減を

どこまで抑制するかというエコドライブの取
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り組みについては、市民の交通事故抑制や燃費

向上のメリットもあわせて享受することにな

る。またすべての市民が毎日摂取する食品のロ

ス削減（ごみ減量）については、現在の物価高

ゆえ食物を必要とする方々への流通に寄与す

る取り組みとなるため、エコドライブとともに

すべての市民が参画できる大きな脱炭素のう

ねりを形成することになると考える。当社の施

策を通じ、ぜひ提案させてほしい。 

29 

性別、年齢、職業など神戸市の人口構成と同

じになるように無作為抽出する、気候市民会議

を設置し、神戸市の気候政策を策定すべきであ

る。 

30 

砂漠化が進んでいる国や地域、海面上昇に苦

しんでいる国や氷河崩壊を恐れている途上国

の都市と神戸市としてネットワークが組めな

いかと思っている。国際都市神戸として彼ら都

市の人々と手を携えて彼らの情報や日々の生

活に対する恐怖や考え方をもっと市民に発信

できないか、更には国内他都市の人々に発信し

て情報や危機感を共有しながら地道な努力を

しつつ、神戸国際環境市民基金のようなものを

創設して彼の国、彼の都市のレジリエンスに対

する助成や CO2 を出さずに経済発展できる技

術供与などが出来ないかと思う。 

 



1 
 

「神戸市一般廃棄物処理基本計画」改定案にかかるご意見の概要と神戸市の考え方 
 
○募集期間：2025 年 12 月 15 ⽇（月曜）〜2026 年１月 16 ⽇（金曜） 
○ご意見数：４通（６件） 
※ご意見の内容は、趣旨を損なわない程度に要約しています。 
 
（１）文言の修正等にかかるもの 

 意見の概要 市の考え方 
1 市⺠の安全と持続可能な廃棄物処理体制を

確保するため、乾電池、ボタン電池、リチウム
電池等を市の回収対象として明確に位置づけ、
全市域で統一した回収体制を構築することを、
本計画に明記すべきである。 

リチウムイオン電池については、p.17 に「リチ
ウムイオン電池及び使用製品の適正な回収処理
を図ります」と記載しています。 

なお、現在本市では電池類回収ボックスを拠点
に設置し、乾電池、ボタン電池、リチウムイオン
電池等を回収しています。 

2 収集運搬費の改定がこれまで置き去りにさ
れてきている。一般廃棄物のリサイクルを推進
するには経費が伴うはずです。リサイクルばか
りに目を向けずに、推進するための費用にも目
を向けた基本計画の構築を望む。 

ごみ処理費用の負担のあり方については p.17
の「処理費用の負担の見直しを総合的に検討しま
す」に包含しています。 

なお、廃棄物の適正処理（収集運搬含む）は、
ごみの減量・資源化の大前提であると考えていま
す。 

3 ピーファスの河川への流出が、⻄区その他の
最終処分場が流出もとなのではないかとの指
摘がなされている。本計画案にはなにも言及が
ないが、入れるべき。 

PFAS については、本計画の上位計画である「神
⼾市環境マスタープラン」改定案 p.12 の基本方
針４「安全・安心で快適な生活環境の維持」に、
「法令等に基づく着実な環境監視の実施」として
包含しています。 

 
（２）具体的な事業等に関わるもの 

 意見の概要 市の考え方 
1 ごみ発電をもっと積極的にやり、発電所とし

てアピールすれば市⺠の目線も変わると思い
ます。施設建設にはお金がかかりますが、出来
た電気が売れれば実際の運用の費用は低いと
思います。また、プラスチックの分別を見直し、
燃料としてクリーンセンターの焼却に利用し
てはどうか。 

プラスチックのリサイクルの効果が市⺠に
わからない。 

 

いただいたご意見も参考にしながら、今後本計
画や関連計画の内容などを踏まえ、毎年度の予算
編成や事業執行段階で検討してまいります。 

なお、容器包装プラスチックの分別について
は、燃えるごみの減量、焼却による温室効果ガス
の排出削減や資源循環に寄与しています。 
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2 容器包装プラの分別の意義がわからない 
無駄に面倒なだけなので廃止すべき。 

3 ⾃治会に入っていない住⺠に、⾃治会がクリ
ーンステーションを使わせない事件が神⼾市
内でも発生しており、神⼾市は傍観するのでは
なく、当事者として、市⺠、住⺠に寄り添った
対応をしてほしい。 
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「生物多様性神戸プラン」改定案にかかるご意見の概要と神戸市の考え方 

 
○募集期間：2025 年 12 月 15 日（月曜）〜2026 年１月 16 日（金曜） 
○ご意見数：２通（５件） 
※ご意見の内容は、趣旨を損なわない程度に要約しています。 
 
（１）文言の修正等にかかるもの 

 意見の概要 市の考え方 
1 生物展示センター目標 2030（30,000 人）と掲

載があるが、市内の生物展示センターはいくつ
あるのか。長田区の生物展示センターのみの目
標なのか。 

神戸市内の外来生物展示センターは、長田区の
苅藻島クリーンセンター敷地内にある 1 箇所で
す。目標値については、当施設の来場者数を記載
しています。 

2 明石川流域の PFAS 汚染について、関連計画
も含めて、何も言及がない。 

PFAS を含めて、「未だ規制になっていない新
規化学物質を、自然環境の汚染を絶え間なく監
視し、いちはやく対策を打つ」と 6 ページ目に
生物多様性の 4 つの課題に、追加で明記すべき
ではないか。 

PFAS については、本プランの上位計画である
「神戸市環境マスタープラン」改定案 p.12 の基
本方針４「安全・安心で快適な生活環境の維持」
に、「法令等に基づく着実な環境監視の実施」と
して包含しています。 

3 いかなごの不漁が続いているのは多様性の危
機であり、食文化の危機でもあるが言及がない。
いかなごは食物連鎖の底辺付近にあるので、影
響があるのではないか。 

基本戦略３で「海底耕耘・海洋施肥などの取組
に対する支援や、栽培漁業による水産資源の維持
増大を図ることで、豊かな海づくりを推進しま
す」としており、いかなごの他のりや魚介類も含
め、豊かな海域を目指してまいります。 

4 市民の参画について 
10 ページ目の基本戦略２ 自然の豊かさを

ともに学び、未来の担い手を育てる に、市民
参画について「市民の意見を積極的に政策に反
映させる」という記述を追加すべき。 

本プランの上位計画である「神戸市環境マスタ
ープラン」改定案 p.13 に「参画・パートナーシ
ップによる推進」を掲げており、市民・事業者・
行政全ての主体がそれぞれの役割を自覚し、立案
を含め相互の協働・連携（パートナーシップ）に
よって取り組みを進めてまいります。 

なお、本プランの改定にあたっては、昨年度か
ら市民ワークショップや、市民・環境活動を行う
団体・事業者へのアンケートを実施し、改定案を
作成してきました。今後も市民・団体・事業者か
らのご意見を踏まえ、事業を実施してまいりま
す。 
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（２）具体的な事業等に関わるもの 

 意見の概要 市の考え方 
1 ヒアリ等について 

神戸空港の国際化も含めて、外来種の侵入は
今後も続いていく。市民による通報協力体制を
整備する必要があるのではないか。 

いただいたご意見も参考にしながら、今後本計
画の内容や関連計画の内容などを踏まえ、毎年度
の予算編成や事業執行段階で検討してまいりま
す。 

 



令和７年 11月～令和８年２月 神戸市環境局記者提供資料（抜粋） 

No. 表題 ページ 

１ 
「神戸プラスチックネクスト～みんなでつなげよう。 

つめかえパックリサイクル～」プロジェクト第４期の報告（11月 20日） 
１ 

２ 
トーカロ株式会社が「グリーンローン」による資金調達を決定

～神戸サステナブルファイナンス・フレームワークの第１号案件～（11月 28日） 
６ 

３ 神戸 SDGs 表彰受賞者の決定および表彰式の開催（12月 16日） ９ 

４ 
ヨーグルト、アイスクリームの紙容器を回収する実証実験をスタート！

（12月 24日） 
11 

５ 
【関西初】市内企業が燃料電池トラックを導入 

～機運醸成に向けた出発式を開催します～（12月 26日） 
18 

６ 
生物多様性フォーラム参加者募集のご案内～明石市との連携協定関連イベント～ 

（１月９日） 
20 

７ プラスチック資源の再商品化実施に係る連携事業者の募集（１月 26日） 23 

８ 
「みんなで学ぼう！水素エネルギー」を開催します 

～バンドー神戸青少年科学館第２期リニューアルオープン記念イベント～ 

（２月 16日） 

24 

９ 
外来生物展示センターがリニューアルオープン！ 

～神戸市内で捕獲された国際取引規制種のオオアタマガメ等を新たに展示～ 

（２月 24日） 

27 

第 60 回神戸市環境保全審議会 

令 和 ８ 年 ３ 月 1 6 日 

参 考 資 料 ６ 
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１ 令和８年度環境局予算編成方針 

少子高齢化など社会経済情勢の変化だけでなく、近年、地球温暖化による気候変

動の影響の顕在化や、廃棄物の発生抑制・資源循環の要請、都市近郊に広がる里山

の荒廃や外来生物の分布拡大による生物多様性の損失への対応など、本市の環境行

政を取り巻く情勢は変化している。 

これらに対応するため、市民・事業者・行政が一体となって、地球温暖化の防止

に取り組むとともに、あらゆる資源を効率的・循環的に利用して環境と経済の好循

環を実現し、また自然と共生する持続可能な社会を築くことが必要である。 

本市の環境施策の基本的方針を定めた「神戸市環境マスタープラン（令和７年度

末に改定予定）」では、望ましい環境像として「豊かな海と山のめぐみを次世代に

つなぐまち ～資源循環都市 Re:KOBE～」を掲げ、「安全・安心で快適な生活環境

の維持」を土台として、「カーボンニュートラルの実現」、「ごみの減量と資源の循

環」、「自然との共生」に取り組んでいく。これらの複合的な取組みで更なる相乗効

果を発揮し、将来にわたって神戸の豊かな海と山のめぐみを享受し続けることで、

Well-being（市民一人ひとりの質の高い生活）を実現していく。 

1



２ 令和８年度における主な施策の概要 

Ⅰ カーボンニュートラルの実現 

（１）脱炭素型ライフスタイルへの転換  35,050千円 

市民や事業者など様々な主体の自由な発想による先進的で創造性に富んだ脱炭素につながる取

組みや市民一人ひとりの脱炭素に関する機運を高める取組みに対して「KOBE ゼロカーボン支援補

助金」により積極的に支援する。 

また、採択者同士の連携や活動の拡大のための交流会を開催するなど、脱炭素に向けた取組みの

普及・拡大を促進していく。 

（２）産業の脱炭素化の促進  2,000千円 

兵庫県等と連携して、脱炭素経営のポイントや省エネ、再エネ導入の実践手法について学び行動

につなげるための「脱炭素経営スクール」を開校するなど、市内企業の脱炭素化を支援・促進する。 

（３）クリーンエネルギーの利用促進  1,367,850千円 

①再生可能エネルギーの拡大  1,280,900千円 

 再生可能エネルギー導入目標（2030年度 500MW）の達成に向け、市内公共施設への太陽光発電設

備の設置を積極的に進めるとともに、体育館等へのフィルムタイプのペロブスカイト太陽電池の設

置や、ガラス型ペロブスカイト太陽電池及びカルコパイライト太陽電池の実証的導入など、これま

で設置できなかった場所への軽量・薄型の太陽電池の導入を推進する。 

また、令和６年９月に選定されたポートアイランドの「脱炭素先行地域」において、引き続き国

交付金を活用し、需要家による太陽光パネルや省エネ設備導入等に対する補助を行う。 

さらに、未利用エネルギーの更なる活用に向け、市内河川における小水力発電の事業化に向けた

流量調査を引き続き実施するとともに、具体的な事業スキームについて、関係者等と調整しながら

検討を進める。 

②水素エネルギーの利用促進  85,500千円 

水素が日常生活や産業活動で利用される「水素社会」の構築に向け、ポートアイランドや空港島

で進められている先進的な実証事業への支援を継続する。 

モビリティ分野においては、燃料電池や水素エンジンを搭載した商用車の導入に先駆的に取り組

む事業者に対して、県市協調による導入支援を行うなど、運輸部門における社会実装を促進する。 

③電動車の普及促進  1,450千円  

燃料電池自動車を購入する個人や事業者に補助を実施する。 

さらに、災害による停電時に電動車から天井照明等に給電する「外部給電・神戸モデル」など、

災害時に非常用電源としても活用できる電動車の強みを引き続き発信し、電動車の普及促進を図る。 
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（４）二酸化炭素吸収・固定の促進  56,800千円 

新たな二酸化炭素吸収源として注目されているブルーカーボンについて、J ブルークレジット制

度の活用を推進し、市民団体や事業者による藻場の保全・育成活動を支援するため、課題となって

いる藻場分布調査の費用低減を目指して、神戸市沿岸の海域の環境において最も効果的かつ効率的

な調査手法を検証するほか、藻場が存在している場所もしくは創出できる場所をマップ化したブル

ーカーボンポテンシャルマップを公開して、新たな藻場の創出や保全を後押しする。 

また、森林の二酸化炭素吸収・固定を促進するため、里山林等の適切な管理により若い樹木の成

長を促すなどのモデル的な里山整備を実施するとともに、森林管理で発生した伐採木の木材や薪と

しての活用や、炭素を長期間貯留できるバイオ炭の製作など、市民等との協働による里山再生や資

源の利活用を推進する。 

（５）KOBEクールオアシスの展開 925千円  

薬局等の協力のもと、冷房の効いた施設を外出時の一時休息所として提供する KOBEクールオア

シスを引き続き展開する。
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Ⅱ ごみの減量と資源の循環  

（１）まわり続けるリサイクルの推進  81,871千円 

プラスチックを中心とした資源の回収拠点である「エコノバ（資源回収ステーション）」につい

て、地域拠点施設に加えて空き家や空きテナント等も活用し、設置を拡大する。 
また、プラスチック資源循環の促進として、日用品メーカー等と協働し、洗剤やシャンプーなど

使用済みのつめかえパックを回収・リサイクルして再びつめかえパックに戻す「つめかえパックリ

サイクルプロジェクト」や乳酸菌飲料容器等のリサイクルを推進するとともに、使用済みのペット

ボトルを新たなペットボトルに再生する「ボトル toボトル事業」を実施する。 

 

 

（２）リチウムイオン電池等の回収・資源化  12,031千円  

処理過程において発火事故を招く恐れのあるリチウムイオン電池及びその内蔵製品について、危

険性や取扱いについて周知啓発を図るとともに、「電池類回収ボックス」・「小型家電リサイクルボ

ックス」による回収を行い、資源化を図る。 
「電池類回収ボックス」では、電池の種類に関係なく、使わなくなった電池を回収することで市

民の利便性向上に努める。 
 

 

（３）家財のリユース促進  300千円 

リユースプラットフォーム「おいくら」や不要品情報を投稿できる掲示板サイト「ジモティー」、

その実店舗である「ジモティースポット神戸ジェームス山店」と連携し、家具・家電・衣類などの

リユース促進を図る。 

また、すまいるネットと連携して、家財道具の整理や遺品の片付け等にお困りの方に安心して利

用いただける「家財の片付けサポート事業」を紹介することで、高齢社会の進展に伴う家財の片付

け需要への対応と大型ごみの減量・資源化を推進する。 

 

 

（４）コンポストの普及促進  49,750千円 

生ごみの削減、CO2 排出量の削減などの効果があるコンポストについて、これまで取り組んでき

た「キエーロ」に加え、アーバンファーミング運営団体等と連携したコミュニティ型講習会を実施

し、コンポストの普及促進を図る。 
また、市立小学校と連携し、給食調理くずを使ったキエーロの取組みに加えて、野菜の栽培・収

穫などの体験を通じて、資源の循環を学ぶ環境学習プログラムの実施校を拡大する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4



（５）食品ロスの削減  284,510千円（うち２月補正 281,900千円） 

家庭で利用していない食品を福祉団体・施設等に寄付するフードドライブの実施店舗を拡大する

とともに、食品ロス削減に取り組むフードバンク団体を支援する。 

また、食品販売事業者や飲食店などで、何も対策をしなければ廃棄されてしまう商品を市民が低

廉な価格で受け取ることができるよう、市内の主要駅等に「フードロスロッカー」を設置する事業

に対する補助を実施し、食品ロスの削減、物価高への対策を進める。 

あわせて、フードシェアリングアプリ等の利用促進に向けて、食品販売事業者や飲食店等に対し、

初期登録費用を補助するなど、サービス参加を促すとともに、市民への周知及び広報を実施する。 

その他、神戸市食品ロス削減協力店を中心に、外食時に発生する食べ残しを持ち帰る「mottECO(も

ってこ)」の普及拡大を図るなど、食品ロス削減の取組みを推進する。 

 

 

（６）事業系ごみの資源化・減量化  22,475千円  

事業系可燃ごみ中に含まれる資源化可能な紙類やプラスチック類の分別を促進するなど、事業系

ごみの資源化・減量化に向けた取組みを推進する。特に資源化可能な紙類については、将来的にク

リーンセンターへの排出を禁止することを視野に入れ、排出状況の現状確認を行うとともに、リサ

イクルを促進するための排出方法の確保や周知啓発及び指導等を実施する。 

 

 

（７）不法投棄防止対策  6,585千円 

山間部など人の目が届きにくく不法投棄が多く発生する地域等において、24 時間の監視体制を

整備するために設置している不法投棄防止カメラと取り外し可能な電池式カメラを効果的に運用

するとともに、不法投棄のパトロールを実施している不法投棄監視員と地域との連携強化等により、

監視の目を広げることで不法投棄を許さないまちづくりを進める。 

 

 

（８）繁華街における環境美化対策  2,629千円 

三宮駅周辺の繁華街（生田新道、北野坂など）の環境美化を図るため、事業系廃棄物の排出状況

等の調査を実施するとともに、カラス除けネットボックスを実証的に設置してその効果と課題を検

証し、今後の対策について検討を行う。 

さらに、収集を行っている一般廃棄物収集運搬許可業者やビルオーナーと連携し、一般廃棄物収

集運搬許可業者と契約せずに事業系廃棄物を排出している未契約事業者の把握やごみの開封調査

等を行ったうえで訪問指導を行うなど、適正排出の徹底を図る。 

 

 

（９）路上喫煙・ぽい捨て防止対策  152,954千円 

「路上喫煙禁止地区」において、路上喫煙防止指導員による巡回指導や過料の徴収を通じて喫煙

マナーの徹底を図るほか、「ぽい捨て防止重点区域」における、民間啓発員の巡回による路上喫煙・

ぽい捨て防止の指導・啓発を強化する。 

また、民間事業者に対する喫煙所整備補助金（整備費に限る）の対象範囲を JR 住吉駅、新神戸

駅、神戸駅、新長田駅、垂水駅周辺にも拡大することで、喫煙所の増設を進める。 
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（10）クリーンステーションの管理支援  77,859千円 

クリーンステーションの管理負担の軽減を図るための側面的支援として、引き続き、収集時の清

掃及びカラス対策ネットの片付けを行うほか、ごみ出しルール違反や大規模化等の課題に対する支

援に取り組む。 

特に、クリーンステーションの鳥獣被害を防ぐため、クリーンステーション利用者が折り畳み式

ネットボックス等を購入する際の費用の一部を助成する制度を新設する。 

また、外国人向けごみ出しルールについて、引き続き、日本語学校等との連携を強化し、多言語

対応や二次元コード活用等による啓発を進める。 

 

 

（11）収集運搬管理業務の効率化  63,533千円 
家庭ごみを効率的かつ安定的に収集運搬し、市民の生活環境と公衆衛生を保全するため、ごみ

収集運搬管理システムを導入する。 

 

 

（12）クリーンセンター等の計画的な整備 3,315 ,206千円（うち２月補正 206,850千円） 

施設の計画的な管理として、竣工から 25年が経過する東クリーンセンターの長寿命化を図るた

め、大規模改修を引き続き進めるとともに、落合クリーンセンターについては、煙突解体工事及

び老朽改修に向けた調査設計を実施する。 

老朽化が進んでいる苅藻島クリーンセンターについては、中継施設の再整備等に関する基本計

画を策定する。 
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Ⅲ 自然との共生 

（１）生物多様性保全の推進（一部再掲）  82,349千円 

 ①自然共生サイト（OECM）を活用した里山保全活動の推進  54,200千円 

自然共生サイト ※１として国の認定を受け、生物多様性が豊かな場所として国連の OECM※２データ

ベースにも登録されている、北区山田町の小河山林及び周辺棚田において、持続可能な里山再生モ

デルを生み出すために、市民団体等の活動や来訪者の見学・体験の拠点となる KOBE 里山自然共生

センターを活用し、市民・企業・大学・NPO などのあらゆる主体と連携した社会実験を実施し、成

功事例を他の里山に展開していく。 

あわせて、絶滅危惧種を含む様々な種類の動植物が残されており、神戸で最も生物多様性が豊か

な重要な場となっているため池においては、管理が行き届かず荒廃しつつあることから、草刈りや

堤体の整備等の維持管理を行う。 
 
②環境 DNA分析を活用した生物調査の実施  17,849千円 

豊かな海づくりの実現に向けて、現在実施している垂水処理場における栄養塩類管理運転による

海域への影響・効果を定期的に確認するとともに、近海の魚類の生息状況を把握することで、生物

多様性の変化を評価・検証するため、環境 DNA 分析を継続的に実施し、稚魚等の成育の場となる、

藻場の保全・育成を推進する。 

あわせて、神戸市内の河川においても、環境 DNA分析を活用した生物調査を実施し、レッドデー

タの改定、河川での生物多様性保全施策等に活用していく。 
 

③国連生物多様性条約第 17回締約国会議（COP17）への神戸学生使節団の派遣 

  10,300千円 

2030 年までに生物多様性の損失を止めて回復に反転させるネイチャーポジティブの実現に向け

て、中心的役割を果たすことが期待されるユース世代を COP17※３に派遣し、次代を担う人材を育成

する。帰国後に、参加学生や協賛企業との共催による「生物多様性シンポジウム」を開催し、学生

から世界の生物多様性保全に対する考え方や取組みを発信することで、市民の意識醸成を図る。 
 

※1 自然共生サイト 

市民、企業、団体、自治体等によって生物多様性が保全されている区域を環境省が認定する

仕組み 
※2 OECM（Other Effective area based Conservation Measures） 

     新たな生物多様性の世界目標である「30by30 目標」（2030 年までに各国の陸と海の各々30%

以上の面積を保全する世界目標）の達成に資する生物多様性の保全が図られていると認めら

れる地域で、国連のデータベースに登録される地域 

※3 2026 年 10 月にアルメニア共和国エレバン市で開催予定の国連生物多様性条約第 17 回締約

国会議 
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（２）外来生物・野生鳥獣対策の推進  76,011千円 

生態系被害等の防止対策として、特定外来生物（クビアカツヤカミキリ・ナガエツルノゲイトウ

ほか）の防除や市民団体へ補助を行うとともに、センサーカメラを活用したニホンジカ、ツキノワ

グマの調査・監視などを継続して実施する。 
さらに、スマートフォンアプリを活用した市民参加型の生物調査や LINE を活用した外来生物通

報システムの運用、外来生物展示センターの利用促進など、外来生物・野生鳥獣の問題や生物多様

性の重要性の啓発を推進する。 
 

 

（３）環境活動の推進  15,176千円 

地球温暖化や生物多様性、資源循環などの環境問題に対して、体験を通じて、総合的な理解を

促進するため、参加型イベントの開催や市内で取り組まれている環境活動の発信、動画による環

境教育講座など、ホームページや SNSも活用しながら、環境に関する知識や神戸を取り巻く環境

問題について学ぶことができる機会を創出する。 

また、SDGs の達成に資する優れた取組みを行っている団体・個人に対し「神戸 SDGs 表彰」を実

施し、その活動を広く市民に PR することで、市民の SDGs への意識向上と行動変容の促進を図る。 
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Ⅳ 安全・安心で快適な生活環境の維持  

（１）土砂の不適正処理の防止及び太陽光発電施設の適正な設置  2,632千円 

「神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例」（土砂条例）に基づき、市民生

活に影響を及ぼす可能性がある土砂埋立て行為に対し、規模に応じて環境影響調査の実施、保証金

の預入れ、水質調査及び廃棄物の混入確認の実施を義務付けている。これらを適正に審査し、必要

に応じて立入検査を行うことにより、不適正な土砂埋立て行為を未然防止し、生活環境及び自然環

境の保全を図る。 

「神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」（太陽光条例）に基づき、太陽

光発電施設を設置する事業者に対し、廃棄等費用の事前積立、残置森林率の確保等を義務付けてお

り、既に設置している事業者に対しても維持管理状況等の報告を義務付けている。さらに、令和７

年７月に太陽光条例を改正・施行し、規制対象区域の拡大等を行っており、これらを適正に審査し、

必要に応じて立入検査を行うなど、施設の安全性・信頼性の向上、自然環境の確保をより一層推進

していく。 

 

 

（２）アスベスト対策  2,499千円 

大気汚染防止法の規定に基づくアスベスト事前調査結果、アスベスト除去作業計画等の審査を厳

格に行い、解体等工事におけるアスベスト飛散の未然防止策を徹底する。 

さらに、アスベスト飛散のリスクがある解体工事現場において、立入調査を行い、大気汚染防止

法に則った作業が行われているかの確認、大気中のアスベストの測定を行うなど、飛散防止対策を

徹底する。 
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